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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１０月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年４月１７日（水） ０９時３０分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市下津井瀬戸 

 倉敷市所在の下津井港一文字防波堤西灯台から真方位１２９°１,

５４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２５.８′ 東経１３３°４８.３′） 

事故調査の経過  平成２５年５月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート ハナ号、２.４トン 

   ２７１―３５７３５岡山、個人所有 

 ６.９２ｍ（Lr）×２.３４ｍ×１.２２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、８３.８５kＷ、平成１５年１０月 

Ｂ 漁船 若
わか

藤
ふじ

丸、１.９トン 

   ＫＡ３－２５０４８（漁船登録番号）、個人所有 

   ７.７８ｍ（Lr）×２.２５ｍ×０.６０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、８８.２６kＷ、昭和５９年３月２０日 

   第２８０－４０６０１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１５年３月１３日 

    免許証交付日 平成２４年６月２７日 

           （平成３０年３月１２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１６年１０月２２日 

    免許証交付日 平成２１年１０月１４日 

           （平成２６年１０月２１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 軽傷 ３人（同乗者Ａ１、同乗者Ａ２、同乗者Ａ３） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船尾に破口、スパンカーが折損 

Ｂ 船首外板に擦過傷 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者４人を乗せ、平成２５年

４月１７日０８時４０分ごろ下津井瀬戸に到着し、船長Ａが操舵室外

右舷後部の舵輪の前に立って見張りを行い、船首が北西方を向いた状

態で漂泊して釣りを行っていたところ、船尾方３００～４００ｍ付近

にＡ船へ向けて接近するＢ船に気付いた。 

船長Ａは、Ｂ船がＡ船を避けてくれるだろうと思い、前方を向いて

釣りの様子を見ていたところ、左舷船尾にいた同乗者１人が、Ａ船に

接近するＢ船に気付き、大声を発して注意を喚起したが、０９時３０

分ごろＡ船の船尾中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ａ船は、船長Ａが直ちに事故の発生を１１８番通報し、Ｂ船と共に

下津井港へ自力で入港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、下津井港に水揚げのため、船長

Ｂが、操縦台中央の舵輪の前に立って手動操舵により、約１２ノット

の対地速力で香川県坂出市櫃
ひつ

石
いし

島東方沖を北進中、左舷前方５００ｍ

付近にＡ船及び別の船（以下「Ｃ船」という。）に気付き、間もなく

櫃石島北端を５０ｍ程度離して航行し、下津井港入口に向ける針路と

した。 

 船長Ｂは、下津井港入口に向けて航行しても、Ａ船及びＣ船を左舷

側で余裕を持って避けられると思い、下津井瀬戸を北西進中、Ｃ船を

左舷側約５０ｍに見て通過したところ、間もなくＢ船とＡ船が衝突し

た。 

 同乗者Ａ１は、頸
けい

椎捻挫、胸部打撲及び右肘部擦過傷を、同乗者Ａ

２は、右肘打撲、右肩打撲及び右肋骨部打撲を、同乗者Ａ３は、頸部

捻挫及び両膝部打撲をそれぞれ負った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 Ｂ船は、左舷船首に揚網用のローラーを備えており、操縦台の前か

ら前方を見れば、ローラーによって前方に手のひらの幅ほどの死角を

生じるので、船長Ｂは、通常、航行中は体を左右に移動させ、死角を

解消しながら、操船に当たっていたが、本事故当時、この操船を行っ

ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、下津井瀬戸で漂泊して釣り中、船長Ａが、Ｂ船がＡ船に接

近して来ることに気付いたものの、いずれ航行中のＢ船がＡ船を避け

るものと思い、漂泊を続けていたことから、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

Ｂ船は、下津井瀬戸を北西進中、船長Ｂが、Ａ船に気付いていたも
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のの、左舷側で余裕を持って避けられると思い、船首死角を補う見張

りを行っていなかったことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、下津井瀬戸において、Ａ船が漂泊して釣り中、Ｂ船が北

西進中、船長Ａが、航行中のＢ船がＡ船を避けるものと思い、漂泊を

続けており、また、船長Ｂが、Ａ船に気付いていたものの、左舷側で

余裕を持って避けられると思い、船首死角を補う見張りを行っていな

かったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中に船首死角を生ずる場合、船首死角を補う見張りを行うこ

と。 

 ・漂泊中に他船が接近して来ることに気付いたときは、安全に通過

するまで動静を監視すること。 

 


